
　   時 間：平日の午前9時から午後4時まで受付（土曜は正午まで受付、日曜祝日はお休みします）

　   場 所：中能登町役場 行政サービス庁舎 １階特設会場

全壊
50％以上

大規模
半壊

40％以上
50％未満

中規模
半壊

30％以上
40％未満

半壊
20％以上
30％未満

準半壊
10％以上
20％未満

一部損壊
10％未満

支援金
の支給

被災者生活再建支援金
（住民窓口課　72-3132）

　居住する住宅に被害を受けた世帯の世帯主に対し、被災者生活再建支援金が支給されま
す。住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」、住宅の再建方法に応じて「加算支援金」を支
給します。世帯人数、罹災判定区分、住宅の解体状況や再建方法により、1.5万円から300万
円までの間の額が支給されます。

必要 ○ ○ ○ ○
○

基礎支援金
のみ

○
基礎支援金

のみ

①罹災証明書
②世帯主の預金通帳
③住民票（窓口発行のみ手数料免除）もしくは世帯
主のマイナンバーのわかるもの
④来庁者の本人確認書類
※半壊等の場合は解体証明書
※加算支援金申請の場合は契約書等

義援金
の支給

義援金（第ニ次配分）
（住民窓口課　72-3130）

　災害により人的被害及び住家被害を受けた方に対し、国内外の皆様から、石川県、日本赤
十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられた義援金が配分されます。 必要 ○ ○ ○ ○ ○ ○

①罹災証明書
②預金通帳
※重傷を負った方は医師の診断書
※みなし全壊の場合は解体証明書等
※住民登録がない場合は居住を証明する書類

弔慰金
の支給

災害弔慰金
（長寿福祉課　72-3135）

　災害により死亡したとき、その者の遺族に対して、災害弔慰金が支給されます。
　①生計維持者が死亡した場合　500万円
　②その他の者が死亡した場合　250万円

不要 来庁者の本人確認
※長寿福祉課へ申出下さい

見舞金
の支給

災害障害見舞金
（長寿福祉課　72-3135）

　災害により重度の障害を受けたとき、当事者に対して、災害障害見舞金が支給されます。
　①生計維持者が重度の障害を受けた場合　250万円
　②その他の者が重度の障害を受けた場合　125万円

不要
①重度の障害を受けた方の診断書
②来庁者の本人確認
※長寿福祉課へ申出下さい

生活必需品
の給与貸与

生活必需品の給与貸与
　　　　　　 （長寿福祉課　72-3135）

　災害により住家が全壊、半壊により、生活上必要な被服、寝具その他必需品を喪失・損傷
により使用できず、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して支給します。
　※申請受付は、令和6年4月30日までです。

必要 ○ ○ ○ ○
①罹災証明書
②来庁者の本人確認
※長寿福祉課へ申出下さい

生活資
金貸付

災害援護資金貸付金
　　　　　　 （長寿福祉課　72-3135）

　被災した世帯主に対し、生活の立て直しのため災害援護資金の貸付します。
　①貸付金額150万円～350万円（被害の種類、程度、所得要件による）
　②償還期間10年（据置期間を含む）　③利率3.0％　保証人あり

必要 ○ ○ ○ ○
①罹災証明書
②来庁者の本人確認
※長寿福祉課へ申出下さい

住宅の応急修理制度
　　　　　　 （土木建設課　72-3921）

　災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な部分の応急処理について、
町が事業者に修理費用を支払います。
　①半壊以上：修理限度額70万6千円　②準半壊：修理限度額34万3千円
　③実施期間：令和6年12月31日まで

必要

修理により
居住可能と
なる場合に

限る

○ ○ ○ ○

①罹災証明書
②申込書
③資力に関する申出書
④被災状況写真
⑤住宅被害状況に関する申出書
⑥修理見積書

危険ブロック塀の撤去に関する
補助金
　　　　　　 （土木建設課　72-3921）

　道路に面するブロック塀の倒壊等による、道路の通行を確保し、塀倒壊による事故を未然
に防止し、通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀を撤去する費用を補助します。
　①限度額：10万円以内　②4,000円×取壊しブロック塀の面積(ｍ2)

不要 ①固定資産税の課税明細書の写し
②現地写真

県営住宅の供与
　　　　　　 （土木建設課　72-3921）

　令和6年能登半島地震に伴い、現在の住宅に住むことが困難となった方に県営住宅を提供
します。 必要 ○ ○ ○ ○ 目的外使用許可申請書等

（町役場で申請できます）

賃貸型応急住宅（みなし仮設住
宅）の供与
　　　　　　 （土木建設課　72-3921）

　石川県・富山県・福井県及び新潟県内の民間賃貸住宅を貸主・入居者・町の3者契約に
て、町が住宅を借り受け、入居者に提供します。入居決定は、県が行います。ただし詳細な
諸条件があります。

必要 ○
①被災状況写真
②罹災証明書
（入手前であれば要相談）

被災家屋等
解体・撤去

公費解体・自費解体(費用償還)
　　　　　　 （生活環境課　72-3927）

　地震により被災した、半壊以上の家屋等（倉庫、納屋などを含む）の解体・撤去につい
て、予約受付、事前相談を行います。
　※申請受付は令和6年3月16日から日時予約制となります。

必要 ○ ○ ○ ○ 公費解体と自費解体の申請書類が異なるた
め、事前にご相談ください。

 ※ 税金や保険料などの減免、徴収猶予などは、それぞれの担当課へお問い合わせください。

令和6年4月16日時点　Ver.5.0【令和6年1月1日発生の能登半島地震における主な支援制度一覧】
　 中能登町では、地震で被害に遭われた方へ以下の支援制度を設けています。
　 各制度の申請は、被災者生活再建支援特設会場にて取り扱いを行います。 ※最新情報は町ホームページでご確認ください。

被災者生活再建支援特設会場

罹災に係らず、危険性があり、要件を満たせば対象となります。
土木建設課までご相談ください。

住宅等
の修繕
・補修

屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐ
ことができない等により住宅の再利用
ができず解体するものは対象。

必要書類等
円滑にお手続きいただけるよう、
事前にご準備をお願いします。

項目 支援制度名（担当課） 支　　　援　　　内　　　容
罹災
証明

罹災証明の基準

仮住居
の提供




